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巻頭 「富士見町有害鳥獣対策の現状」 

 

(表紙写真 新春子ども書初め大会) 

 1 月 4 日（水曜日）、コミュニティ・プラザで「新春子ども書初め大会」が行われ、およ

そ 50 名の小学生・中学生が参加しました。子ども達は、書家の樋口卓道先生とその門下生

の指導を受け、心静かに真っ白な紙に向き合っていました。 

 

 

「富士見町有害鳥獣対策の現状」 

 

 町では、皆様からの有害鳥獣被害報告を元に、被害額等の算出を行いました。その結果、

今まで最も被害を出していたニホンジカによる農作物被害を、ニホンザルによる農作物被

害が上回る結果となりました。 

 現在、富士見町にはニホンザルの大きな群れが３つ確認されており、それぞれ活動圏か

ら【瀬沢群】【蔦木群】【花場群】と呼んでいます。それぞれの群れの被害規模は表のとお

りです。 

 

ニホンザル【瀬沢群】【蔦木群】【花場群】それぞれの群れの被害規模 

 

瀬沢群 

被害件数：7 件 

被害額：213,865 円 

被害面積：16.6 アール 

 

蔦木群 

被害件数：19 件 

被害額：1,216,289 円 

被害面積：62.5 アール 

 

花場群 



被害件数：2 件 

被害額：49,119 円 

被害面積：2.0 アール 

 

 

ハナレザル 

被害件数：1 件 

被害額：9,830 円 

被害面積：1.0 アール 

 

合計 

被害件数：29 件 

被害額：1,489,103 円 

被害面積：82.1 アール 

 

 ニホンザルは、群れのリーダーを捕獲することで群れが分裂する恐れがあります。ニホ

ンザル被害を減らすためには、柵などでの防除や追払いも含めた《選択》捕獲が必要です。 

 今後、群れの動向を知るための調査をした後、効率的な捕獲を行う予定です。 

 

発信機によるニホンザル追跡調査を行っています 

 

 11 月末、上蔦木で捕獲した【蔦木群】のリーダーと思われる個体に GPS 発信機を装着し

ました。発信機によるデータから、群れがどのように集落に依存しているかが分かります。 

 蔦木群の場合は蔦木から神代、信濃境、田端と移動していたこと、また、山梨県北杜市

の教来石方面とも行き来していることが分かりました。 

 

 これをもとに、先手を打つように防除や追払いに役立てるほか、群れサイズを抑制する

ための捕獲にもつなげていきます。また、今後、分布拡大が見込まれる【瀬沢群】（瀬沢、

立場川沿いに分布）にも発信機を装着し、個体数調整にも役立てていきます。 

 

 捕獲の際には、地域の方々の目撃情報や一時的なわな設置場所提供にご協力お願いいた

します。 

 

 

 



ニホンザル捕獲に対する対策 

 

 ニホンザル捕獲の対策として、本年度は今までの小型わなでの捕獲に加え、移動式の中

型囲いわなでの捕獲を開始しました。それにより、発信機装着のための個体選別ができる

ほか、複数の個体を一度に捕獲することができるようになりました。 

 

 囲いわなは現在上蔦木に設置してあり、設置�か月で�頭捕獲するなど、群れのサイズ抑

制に大きな成果を上げています。 

 

モデル集落における取り組み事例 

 

 ニホンザル対策を実践するため、上蔦木集落においてモデル集落事業を実施しました。

モデル集落事業では、被害状況を整理し対策に取り組む集落環境診断、電気柵を使ったモ

デル圃場の設置、追払い講習会を開催しました。 

 

 まず、電気柵の基本的な手法を学べる機会として、メーカーや専門家が現地指導する電

気柵の設置講習会を開催し、毎年ニホンザルの被害に遭うトウモロコシ畑をモデル圃場と

し、そこに電気柵を参加者全員で設置しました。 

 

 その結果、その圃場でのニホンザル被害はゼロとなり、柵の高さや構造も功を奏してハ

クビシン被害もなくなりました。しっかり基本に沿って専門家の指示を仰ぎながら対策し

たことで、被害が抑制できる実例となりました。 

 その他、集落住民が協力して安全かつ正確に追払いができるよう、花火を使った追払い

講習会を開催しました。  

 どんなにニホンザルを追跡し捕獲しても、被害が起こりやすい環境があれば数年で元の

状態に戻ってしまいます。獣害対策は正しい手順と発生背景を踏まえた地道な対策が、被

害を減らす一番の近道です。 

  

 今回のモデル集落では住民の皆様のご協力のもと、大きな成果を得ることができました。

来年度のモデル集落を募集しておりますので、希望集落は農林保全係までご連絡ください。 

 

【お問い合わせ先】産業課 農林保全係 電話番号：62-9222 

 

 

 

 



「富士見町の交通事故発生箇所マップ」ができました 

 

【お問い合わせ先】建設課 都市計画管理係 電話番号：62-9216 

 

 平成 28 年は県内における交通死亡事故が非常に多く、「交通死亡事故非常事態宣言」が

発令されました。事故にあわないようにするためには、まず身の周りで起きている交通事

故について知ることが大切です。 

 そこで、「いつ」「どこで」「どんな」事故が発生したのかを可視化できる「富士見町の交

通事故発生個所マップ」を作成しました。 

 自宅周辺や普段使う道路でどんな事故が発生しているか一度確認し、今後の運転等に生

かしていただきたいと思います。 

 

特徴 1 

グーグルマップと連動 事故発生箇所が一目瞭然 

検索や拡大縮小、施設名等を表示できます。地図はもちろん、航空写真城に事故発生箇所

を表示させることも可能です。 

 

特徴 2 

事故の種別で色分け 

アイコンの色で事故の種類分けをしています。左側のレイヤで特定の事故のみを表示させ

ることも可能です。 

 

特徴 3 

クリックで詳細を表示 

事故の起きた地番、日時、事故の種類、事故の被害等が左側に表示されます。 

 

「富士見町の交通事故発生箇所マップ」アクセス方法 

富士見町役場ホームページ ＞ 町民のページ ＞ 情報でさがす（組織でさがす） ＞ 建設

課＞ 都市計画管理係の業務紹介について ＞ 交通安全対策等 ＞ 富士見町の交通事故発

生個所マップ 

 

 

 

 

 



道路交通法一部改正のお知らせ 

 

【お問い合わせ先】  建設課 都市計画管理係 電話番号：62-9216 

 

平成 29 年.3 月 12 日（日曜日）より、「改正道路交通法」が施行されます。 

 

高齢運転者対策の推進 

 

臨時認知機能検査・臨時高齢者講習の新設 

  75 歳以上の運転者が、認知機能が低下したときに起こしやすい違反行為をしたとき は、

新設された「臨時認知機能検査」を受けなければなりません。  その結果、認知機能の低

下が運転に影響する恐れがあると判断された方は「臨時高 齢者講習」を受けなければなり

ません。 

 

臨時適性検査制度の見直し 

  認知症の恐れがあると判定された高齢者は、違反の有無を問わず臨時適性検査を行うか、

命令に従い主 治医などの診断書を提出しなければなりません。 

 

高齢者講習の合理化・高度化 

  高齢者講習は、75 歳未満の方や、認知機能検査で認知機能の低下のおそれがないと判定

された方は、講 習時間が短縮されます。また、認知機能の低下のおそれがあると判定され

た方は高度化講習を受けること になります。 

 

準中型免許の新設 

 

 準中型免許は、18 歳から普通免許なしでも取得でき、車両総重量 7.5 トン未満の自動車

を運転できます。 これに伴い、普通免許で運転できる自動車は、車両総重量 3.5 トン未満

に変更されます。 

 初めて準中型免許を取得した方は、準中型自動車を運転するときには１年間初心者マー

クを付 けなければなりません。 

 

詳細は「改正道路交通法」で検索するか、または長野県警察のホームページ（ホーム＞免

許 関 係 ＞ 改 正 道 路 交 通 法 施 行 に 関 す る お 知 ら せ ） を ご 覧 く だ さ い 。  

http://www.pref.nagano.lg.jp/police/index.html 

 

 



ビニールシート（ブルーシート等）の収集はできません 

 

【お問い合わせ先】建設課 生活環境係 電話番号：62-9114 

 

 農作業やご家庭でも利用することの多い、ブルーシートやレジャー シートなどの「ビニ

ールシート」の処分でお困りではありませんか？ 

  富士見町内でも粗大ごみの収集や、ごみステーションへ可燃ごみとして出される方が見

られます。 

  これらの「ビニールシート」はポリエチレンなどの合成樹脂からできており、焼却する

とダイオキシンが発生するため可燃物として収集 することができません。 

また、有害物質を含んでいることから粗大ごみや資源物としても収集することができませ

ん。 

 

処分方法 

  ビニールシートは町で収集することができないため、廃棄物収集運 搬業者に処分を依

頼してください。 

  廃棄物収集運搬業者は、建設課生活環境係でご案内できます。 

  なお、処分については手数料がかかります。事前に処分業者へご確認ください。 

 

 

信濃境駅は 「自動券売機」と「簡易 Suica改札機」を導入し、無人駅に移行し

ます 

 

【お問い合わせ先】  産業課 商工観光係  電話番号：62-9342 

 

 信濃境駅は、昭和 59 年 3 月から富士見町と JR 東日本長野支社との乗車券類簡易委託販

売契約により簡易委託駅として、茅野広域シルバー人材センターへ信濃境駅管理業務委託

を行ってまいりましたが、3 月 1 日から「自動券売機」による取扱いを開始し、4 月 1 日か

ら IC カード乗車券「Suica※」専用改札機の取扱いを開始することになります。（※Suica

は、鉄道、バス、お買い物などで利用できる JR 東日本の IC カード乗車券です。） 

 3 月は一ケ月間、シルバー人材センターにより取扱い等の説明をしますが、3 月 31 日を

もって信濃境管理業務委託は終了となるため、信濃境駅は 4 月 1 日から無人駅となります。 

 

自動券売機・簡易 Suica改札機の導入後は、次のことにご注意ください。 

・ 近距離きっぷ（乗車券のみ）が購入できる自動券売機（監視カメラ・通報装置付）が導

入されます。 



・ 自動券売機の乗車券発売範囲は 100 ㎞圏内 1660 円区間までの販売となります。それ以

上は車内検札または着駅 精算をご利用ください。・自動券売機の故障の場合、係員の

到着までに時間を要しますのでご了承ください。緊急時については、連絡先が 表示さ

れますので指示に従ってください。 

・ ダイヤの乱れがある場合、短時間の遅れは自動放送により情報提供があります。また、

事故等の場合は、茅野駅から直接、情報提供の放送がされます。（いずれの場合も現行

と変わりません。） 

・ 冬期間の待合室の暖房はありません。 

・ ホーム雪かきは JR が対応します。 

・ 施設屋内外の清掃は、定期的に JR で対応します。 

・ 防犯については、駅構内の防犯カメラにより監視しています。また、富士見町交番によ

る昼間・夜間の巡回を行っています。境郵便局においては、町との「地域安心見守り事

業に関する協定書」に基づき、信濃境駅の利用者の見守りについてもご配慮をいただい

ていますので、お問合せ等でお立ち寄りいただくことが出来ます。 

 

自動販売機でのきっぴの購入方法 

1. 運賃表で目的の駅までの運賃を確認してください。 

2. 確認した運賃を投入し、ボタンを押してください。切符受取口からお受 取りくださ

い。 ※紙幣は千円札のみ対応可能です。 

 

自動券売機 

＊近距離きっぷ券売機は 100 ㎞圏内 1660 円区間までの販売 

＊故障の場合券詰まり・釣り銭不足は係員の到着まで時間を要します 

 

Suicaカード及び簡易 Suica改札機について（4月 1日より） 

（１）Suica・Suica 定期券の購入 

 富士見駅を含む中央本線有人駅（4 月 1 日から） 

中央本線の主なみどりの窓口がある駅では、発売、払戻し、再発行が可能 

 ※詳しくは最寄りの JR 東日本の駅係員へお問合せください。 

 

（２）Suica カードの利用方法 

Suica 改札機の読取部にタッチ＆ゴー 

・カードをかざすのではなく読取部に水平に「タッチ」が必要 

・「ピッ」または「ピピッ」と音がしたら読取完了 

 

利用の際の注意点・ポイント 



＊あらかじめ十分な入金（チャージ）を忘れずに 

＊水平にしっかりタッチ＆ゴー＊電波を妨げるものと一緒にタッチしない 

＊他の非接触式 IC カードと一緒にパスケースに入れない 

＊シールなどを貼らない 

・「ピッ」は、Suica 定期券の定期券部分の利用の場合 

・「ピピッ」は、MySuica（記名式）、Suica カード、Suica 定期券の定期券区間外の利用の

場合 

・「ピー」は、定期券の期限切れや入金（チャージ）残額不足などの場合 

・「ピピピピピ」は、うまく Suica を読み取れない場合 

 

「Suicaカード」 

 入金（チャージ）しておくことにより、改札機にタッチするだけで自動的に乗車区間の

運賃を精算できる、どなたでも利用可能な IC カードです。 

 

「Suica定期券」 

定期券の機能と、入金（チャージ）しておくことにより、定期券区間外でも改札機にタッ

チするだけで自動的に精算できる機能を持つ、便利な IC カードです。 

 

新しい人権擁護委員を紹介します 

 

【お問い合わせ先】 住民福祉課介護高齢者係 電話番号：62-9133 

 

 金沢ふささん、小池さゑ子さんの後任として鈴木春日さん（乙事）、三井香菊さん（大平）

が法務大臣より人権擁護委員に委嘱されました。 

 

【任期】 平成 29 年１月１日から平成 31 年 12 月 31 日まで（３年間） 

 

人権擁護委員の使命（人権擁護委員法第２条） 

 人権擁護委員は、憲法で保障されている国民の基本的人権、すなわち生命、自由及び幸

福追求等の権利が侵犯されることのないように監視し、もしこれが侵犯された場合には、

その救済のため、速やかに適切な処置を採るとともに、常に自由人権思想の普及高揚に努

めることをもって、使命とする。 

 

人権擁護委員の職務（人権擁護委員法第１１条） 

 人権擁護委員は、自由人権思想に関する啓発宣伝をすること、また、民間における人権

擁護運動の助長に努めること、人権侵犯事件があった場合にその救済のために調査及び情



報の収集をなし、法務省人権擁 護局（長野県の場合は長野地方法務局）への報告、ある

いは関係機関 に対して告発、勧告を行うなど適切な処置を講ずることを職務とする。  

さらに、貧困者が権利を行使するため訴訟をする場合には、民事上の損害賠償、刑事補償

の請求等に適切な援助救済方法を講ずること、その他広く人権の擁護に努めることをもっ

て職務とする。 

 

（写真）向かって左側から鈴木さん、三井さん。よろしくお願いします。 

（写真）金沢さん、小池さん、長い間ありがとうございました。 

 

人権電話相談 

 

・ みんなの人権１１０番：０５７０-００３-１１０（全国共通） 

・ 子ども人権１１０番：０１２０-００７-１１０（全国共通） 

・ 女性の人権ホットライン：０５７０-０７０-８１０（全国共通） 

 

年金だより 国民年金保険料の納付は、口座振替がお得です 

 

【お問い合わせ先】岡谷年金事務所 電話番号：23-3661 または 住民福祉課 国保年金係 

電話番号：62-9111 

 

 国民年金保険料の納付には、口座振替がご利用になれます。口座振替で納める と手間が

かからず、納め忘れもなくとても便利です。 

 

 口座振替には、月々50 円割引される早割制度や現金納付よりも割引額が大き い６カ月前

納・１年前納・２年前納もあり大変お得です。 

 

【お申し込み方法】 

 口座振替をご希望の方は、納付書または年金手帳、通帳、金融機関届出印をお持ちのう

え、ご希望の金融機関または年金事務所、住民福祉課国保年金係へお申し出ください。 

  ※平成２９年４月分からの前納（６カ月前納・１年前納・２年前納）のお申し込みは平

成２９年２月末までとなっておりますので、お早目にお申し込みください。 

 

平成 29年４月より、口座振替に加えて現金・クレジットカード納付についても割引額の大

きな２年前納 をご利用できるようになります。 

 

【現金（納付書）による前納】 



 任意の月から翌年度末までの前納が可能になります。最大で、４月分から翌々年３月分

までの２年分の前納が可能になります。 

  

【クレジットカードによる前納】 

新たに２年前納が可能になります。現在の口座振替による２年前納と同じく、４月分か

ら翌々年３月分までの保険料を４月末に納付いただきます。（お申込みは平成２９年２月末

まで） 

 

詳しくは、岡谷年金事務所へお問い合わせください。 

 

国民健康保険に加入しているみなさんへ 特定健診を受けましょう 

【お問い合わせ先】  住民福祉課 国保年金係 電話番号：62-9111 

 

【特定健診の対象者】 

40 歳から 74 歳で健診日に富士見町国民健康保険に加入している方 

※富士見町国民健康保険以外の医療保険（全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合な

ど）に加入している方は、ご自分の保険証を確認し、お勤め先又は、保険者へお問い合わ

せください。 

 

【特定健診の内容】 

健診内容は、問診・身体計測（身長・体重・腹囲）・診察・血圧測定・尿検 査・血液検査

（脂質・肝機能・代謝系等）・必要に応じて心電図・眼底検査です。特定健診受診後は、内

臓脂肪型肥満を共通の要因としたメタボリックシン ドロームに着目し、個別性を重視した

保健指導を利用することができます。 

 

【特定健診の結果】 

 

内臓脂肪型 肥満 

〈腹囲〉 男性 85 ㎝以上 女性 90 ㎝以上 

 

血圧高値 

収縮期血圧（最高血圧）が 130 ㎜ Hg 以上か拡張期血圧 

（最低血圧）が 85 ㎜ Hg 以上のいずれか、もしくは両方 

 

血糖高値 

空腹時血糖値が 110mg/dl 以上 



 

脂質異常 

 中性脂肪が 150mg/dl 以上か、HDL コレステロールが 40mg/dl 未満のいずれか、もし

くは両方 

 

腹囲に加え、上記 2 項目以上が該当すると‥‥（1 項目の場合は「予備群」） 

 

メタボリックシンドローム 

 

進行すると 

 

虚血性心疾患、脳血 管疾患、人工透析を必要とする腎不全等へ進展 

 

医療費の増大 

 

【どこも調子悪くないのに、受ける必要ってあるの？】 

生活習慣病の多くは、自覚がないまま進行します。年に一度の健診で、健康状態を確認す

ることが、健康への第一歩です。国民健康保険加入者のみなさんは、各世帯へ通知の 「平

成２９年度健診等申込み」 で申込みましょう。 

 

【健診受診に時間や費用が かかるのはいやだなぁ…】 

気づかずに、病気が進行すると、治療には余計に時間や費用がかかってしまいます。特定

健診受診で病気の発症リスクを減らしましょう。特定健診は集団健診だけでなく、健診を

受けられる期間の長い個別健診もあります。また特定健診料金は、無料です。 

 

 

集団健診 集団健康スクリーニング 

平成 29 年 6 月 12 日∼16 日 場所：保健センター  

希望により大腸がん検診を同時に  受けることができます 

 

個別健診 

個別健康診査 

平成 29 年 7 月∼9 月 場所：町内医療機関 

個別に医療機関で受けられるので、個人のご都合に合わせて受けることができます 

 



平成 29年度健診等の申し込みについて 

【お問い合わせ先】 住民福祉課 保健予防係 電話番号：62-9134 

 

「健診等」には、健康診査と各種検診を含みます 

 

 平成 29 年度に町が行う健診等の実施希望者を把握するために、「平成 29 年度健診等申し

込み 書」を配布します。 

  「健診等申し込み書」がお手元に届きましたら必要事項を記入し、2 月 22 日（水曜日）

までに郵送していただくか、直接保健センター窓口に提出してください。この申し込み書

は、町が行う健診への申し込みと同時に、健診対象者の受診動向の把握に利用しますので、

町で行う健診等を受診されない方も必ず提出してください。詳しくは「平成 29 年度健診等

申し込み書」に同封されている説明書をご覧ください。 

  『特定健診』はご自分の健康を守るために必ず受診をしましょう。また、その他の検診

も積極的に受診し、ご 自分の身体の状態を把握しましょう。 

 

町で行う健診等は表のとおりです。それぞれの区分で年齢や区域の指定がありますのでご

注意ください。 

 

種類：特定健診 

時期：集団健診 6 月（＊１）個別健診 7 月∼（＊２） 

対象者：富士見町国民健康保険に加入されている 40 歳∼74 歳の方 

 

（＊1）集団：保健センターを会場として集団健診を行います。  

（＊2）個別：期間中に町内の医療機関で個別に健診を行います。 

 ※申し込み書は 1 月 18 日の住民基本台帳をもとに作成していますが、実際には健診当日

の保険証やお住まいの地区で健診等を受けていただきます。18 日以降国民健康保険に加入

された方、対象地区に転居をされた方で健診等を希望される方は保健センターまでご連絡

ください。 

 

種類：長寿医療健診 

時期：集団健診 6 月（＊１）個別健診 7 月∼（＊２） 

対象者：後期高齢者医療制度に加入されている方 

 

種類：結核検診（胸部レントゲン撮影） 

時期：5 月 

対象者：65 歳以上の方 



 

種類：子宮頸がん検診 

時期：7月・8月 

対象者：20歳∼79歳の女性で、落合地区、境地区 （境広原除く）の方 

 

種類：乳がん検診（マンモグラフィ検査） 

時期：11月 

対象者： 40歳から74歳の女性で、落合地区、境地区 

（境広原除く）の方 

 

種類：胃がん検診（バリウム検査） 

時期：10月 

対象者： 35歳から 79歳の方 

 

種類： 大腸がん検診（便潜血反応検査） 

時期：6月・10月 

対象者： 40歳以上の方 

 

種類：肺がんCT検診 

時期：7月 

対象者： 45から80歳の落合地区、境地区（境広原除く）の方 

 

種類：肺がん CT 検診 

時期：7 月 

対象者：45∼80 歳の落合地区、境地区（境広原除く） の方 

 

 

地域の子ども達に地元の新鮮な野菜を食べてもらいたい 「よっちゃばりの会」

会員募集 

 【お問い合わせ先】 申込 産業課 農政係 電話番号：62-9234 

 「よっちゃばりの会」では、地元で生産した新鮮な野菜を町内の保育園や学校給食へ供

給しています。子ども達に生産者の顔の見える安心・安全な野菜を食べてもらえるよう、

私たちと一緒に活動してみませんか？ 

 

活動内容 

・生産した野菜の学校給食への供給 



・学校栄養士との意見交換・懇談 

・給食試食会への参加 ・課外学習の一環として子ども達と一緒に畑作業など 

 

現在、15 名の会員で活動しています。生産者どうし のコミュニケーションや情報交換も図

れ、楽しい農作業 ができます。 

  参加を希望される方は、お気軽に産業課農政係へご連絡ください。 

 

【お問い合わせ先】  財務課 町民税係 電話番号：62-9122 

 

 

住民税・所得税の申告情報(第 3回) 

【お問い合わせ先】財務課 町民税係 ☎62-9122 

 

 まもなく申告の期間が始まります。皆様、申告の準備はお済みでしょうか。 

  左記の日程で、所得税確定申告書作成指導会および住民税申告相談会を行いますので、

申告が必要な方は忘れ ずに申告をお願いします。平成 29 年度（平成 28 年分）から社会保

障・税番号制度（マイナンバー）の導入により、変更となっている点がありますので、再

度ご確認をお願いします。 

  なお、申告期間中は役場財務課窓口での申告相談等はできません。また、2 月 21 日（火

曜日）、3 月 1 日（水曜日）は、申告相談会は行いませんので、合わせてご承知おきくださ

い。 

 

（１）マイナンバーの記入・本人確認書類の添付について 

 

 平成 28 年分以降の確定申告書等の提出の際には 本人及び扶養親族等のマイナンバーの

記載、本人確認書類の写しの添付が必要です。 

下記をご覧いただき、ご用意をお願いします。 

 

【本人確認 関係】 

マイナンバーカード（写真付きのもの）をお持ちの方 

・マイナンバーカードだけで本人確認（番号確認と身元確認）が可能ですので、 

 マイナンバーカードの表と裏の両面の写しをご用意ください。 

 

マイナンバーカードをお持ちでない方 

 

番号確認書類 



《ご本人のマイナンバーを確認できる書類》 

・通知カード 

・住民票又は住民票記載事項証明書 

（マイナンバーの記載があるものに限る） 

などのうちいずれか１つの写し 

 

身元確認書類 

《記載したマイナンバーの持ち主であることが確認できる書類》 

・運転免許証 ・身体障害者手帳 ・パスポート ・在留カード などのうちいずれか１つ

の写し 

※写真付きでない身分証明書の写しを提出する場合、公的医療保険の被保険者証と年金手

帳など、２種類以上の写しが必要です。 

 

【配偶者・扶養親族・専従者 関係】  

控除対象配偶者及び扶養親族、専従者のマイナンバーも必要になります 

・写しの添付は必要ありませんが、申告書へ個人番号の記載が必要となりますのでマイナ

ンバーカード、通知カード、住民票等により番号の確認をしていただき、記載をお願いし

ます。 

 

（２）申告会場日程 

 個人情報の取扱いについてより一層の管理徹底のため、これまで地区公民館等で開催し

ていた申告相談会を、 役場 3 階会議室へ集約させていただきます。会場の変更により大変

ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力 をお願いします。また、来場者の分散のため、

対象地区を設定していますが、それ以外の日でも相談いただけ ます。 

 

【申告会場日程】 

※相談日、受付時間、対象地区（目安）の順に記載をしております。 

※会場は役場3階301から303会議室 

 

2月 16日（木曜日） 

小六・高森・広原 

午前 9 時∼午前 11 時 午後 1 時∼午後 4 時 

 

2月 17日（金曜日） 

葛窪・田端・先達 

午前 9 時∼午前 11 時 午後 1 時∼午後 4 時 



 

2月 20日（月曜日） 

御射山神戸・栗生 

午前 9 時∼午前 11 時 午後 1 時∼午後 4 時 

 

 

2月 22日（水曜日）、2月 23日（木曜日）、2月 24日（金曜日） 

全 町 

※税理士による確定申告相談（2月22日・2月24日） 

受付時間：午前9時30分から午前11時 

 午後 1時から午後 3時 

 

2月 27日（月曜日） 

立 沢 

午前 9 時∼午前 11 時 午後 1 時∼午後 4 時 

 

2月 28日（火曜日） 3月 2日（木曜日） 3月 3日（金曜日） 

木之間・若宮・花場・休戸・横吹・とちの木 

午前 9 時∼午前 11 時 午後 1 時∼午後 4 時 

 

3月 6日（月曜日） 

乙 事 

午前 9 時∼午前 11 時 午後 1 時∼午後 4 時 

 

3月 7日（火曜日） 

南原山・富原・富ヶ丘・瀬沢新田・桜ヶ丘 

午前 9 時∼午前 11 時 午後 1 時∼午後 4 時 

 

3月 8日（水曜日） 

下蔦木・上蔦木・神代 

午前 9 時∼午前 11 時 午後 1 時∼午後 4 時 

 

3月 9日（木曜日） 

大平・松目・原の茶屋・富士見ヶ丘・塚平 

午前 9 時∼午前 11 時 午後 1 時∼午後 4 時 

 



3月 10日（金曜日） 

富里・富士見台 

午前 9 時∼午前 11 時 午後 1 時∼午後 4 時 

 

3月 13日（月曜日） 

富士見 

午前 9 時∼午前 11 時 午後 1 時∼午後 4 時 

 

3月 14日（火曜日） 

全 町 

午前 9 時∼午前 11 時 午後 1 時∼午後 4 時 

 

3月 15日（水曜日） 

全 町 

午前 9時∼午前 11時 （午前中のみ） 

 

 下記に該当する方は、町内で行う所得税確定申告書作成指導会および住民税申告相談会

では相談を受ける ことができません。お手数ですが直接、諏訪税務署で申告をお願いしま

す。  

・土地や建物、株式、先物取引、ゴルフ会員権などの資産の売却や交換などをした方 

・住宅ローン控除を初めて申告する方  

・税理士や税理士法人等が関与している法人の役員の方 

・農業所得、事業所得、不動産所得が 300 万円を超える方 

・青色申告の方および外国人の申告  

・贈与税、相続税等の申告をされる方 

 

早くて便利 e-Taxをご利用下さい 

 

 申告期間中は、税務署、申告相談会場が大変込み合います。  そこで、国税庁ホームペ

ージ（http://www.nta.go.jp）の確定申告書等作成コーナーで、簡単に申告書 を作成するこ

とができます。作成した申告書を印刷すれば、税務署に郵送等でも提出でき大変便利です。  

また、e-Tax を利用し作成した場合は、申告書等のデータが自宅から税務署に送信できます。  

なお、e-Tax のご利用に当たっては、あらかじめ開始届出書を提出し、利用者識別番号など

を取得してく ださい。（オンラインで取得できます。） ※作成した申告書を印刷して郵送

する場合は、事前の手続きは不要ですので、国税庁ホームページの確定  申告書等作成コ

ーナーを是非ご利用ください。 



 

 

富士見町 教育委員会だより 

「教育の町・子育てのまち・学び続けるまち富士見」を目指して 

 

平成 29 年 2 月 1 日発行 富士見町教育委員会編集 

電話番号：62-9235 kodomo@town.fujimi.lg.jp 

 

2 月定例教育委員会 

2月 8日（水曜日） 

午前9時30分から 

役場2F教育長応接室 傍聴歓迎 

 

子どもに関するなんでも相談 

月曜日から金曜日 

午前8時30分から午後5時15分 

電話番号：62-9233 

家庭・教育・子育て相談員 

 

2 月 19 日（第 3 日曜日）は家庭の日・家庭読書の日 

厳冬の季節を家族への温かな思いやりで元気に乗り切りましょう。 

 

町内の小学校で３学期がスタート！！ 

 

 １月 10 日、町内の小学校で３学期始業式が行われました。本郷小学校では、４年児童が

今年の目標を書初めに書き、全校の前でそれぞれ発表しました。「毎日発言。１・２学期は

聞いていることが多かったので、３学期からは授業で発言を頑張りたい」「あいさつ。全校

の人に自分からあいさつをできるようになりたい」など、元気よくはきはきと今年１年の

目標を発表していました。校長先生からは、「上手くできたら誰かのおかげ、上手くいか 

なかったら自分のせい」という感謝の気持ちと日々謙虚な気持ちを大切にして学校生活を

過ごしてほしいという話があり、全校で校歌を歌い３学期が始まりました。 

 また、中学校でも３学期が始まり、生徒は課題などを持って登校しました。3 年生は高校

受験が近づいています。寒さや風邪に負けないよう気をつけ、もう一頑張りです。 

 

富士見小 保育園交流 

 



 富士見小学校１年生が、富士見保育園・西山保育園・落合保育園を訪問し交流をしまし

た。みんなで「貨物列車遊び」や紙飛行機の作り方を１年生が園児に教え、ペアと一緒 

に飛ばしたりして楽しみました。学校の様子を小学校代表の子が最後に発表しました。「学

校は楽しいですよ。１年生の入学を待っています。」と学校では、一番年下で世話をしても

らうことが多い１年生ですが、年長さんに教えてあげたりする姿は、頼もしいお兄さん・

お姉さんでしたね。 

 

富士見中 人権講話 

 

 富士見中学校で、中山正一さんの語る「戦争体験」を聞く会がありました。中学校の人

権旬間の計画の一つとして「命の大切さを学ぶ人権講話」を全校生徒が聞きました。 

 

【生徒の感想】 

●中山さんの話は昔読んだ絵本などとはまた違うリアルさがあり、自分のイメージの中の

戦争もさらに生々しく残酷なものになってきた。（２年生） 

●中山さんのように次の世代に話してもらい、その世代が戦争について話すことは大切だ

と思いました。２度と戦争が起きないためには一人ひとり世界中の人が周りの人のことを

思いやる気持ちが必要と感じた。（３年生） 

 

12月定例 教育委員会報告 

 

 12 月 14 日に開催された 12 月定例教育委員会で協議した主な内容をお知らせ 

します。 

 

議決事項 

・富士見町幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部改正について 

 全員一致で可決 

 

報告事項 

 

〈教育長より〉 

・次期長野県教育振興基本計画の策定について 

・いじめ防止対策推進法の施行状況について 

・学習指導要領の改訂の動向 

 

〈子ども課より〉 



・コミュニティスクール進捗状況報告 

・南諏校長会報告 

・園長会報告 

〈生涯学習課より〉 

・諸事業 

・仮称「ゆめの森公園」について 

＊詳しくはホームページをご覧ください。 

 

平成 29年度入学生から富士見町「故郷 Uターン支援奨学金利子補助事業」が始

まります。 

 

 町では平成 29年より子育て支援策として大学等進学の際必要となる費用の一部を補助し

ます。協定を結んだ金融機関から初年度学校納付金の貸し付けを受けた場合、その利子を

補助します。Ｕターンの促進を目的に、さらに条件を満たした方へ借り入れ金利子を追加

補助します。将来の若者人口減少対策として富士見町出身者を町に戻す政策の一環として

ご利用ください。 

 

特 徴 

 利子補助は、地方創生連携協定を結んでいる諏訪信用金庫との連携で「しんきん教育ロ

ーン みらい応援隊」のうち初年度大学等の納付金に対し貸し付けを入学時に行い、その利

子を補助します。 

①貸し付けは１件 1000 万円を限度とします。 

②貸し付け対象者は、大学等に進学するお子さんを持つ保護者の方々です。 

③貸し付けに係る利子については、0.5％以内で利子を補助します。 

④借受者の子弟が大学等卒業後帰郷し３年間以上富士見町に居住した場合はさらに 1.50％

（前の 0.5％と合わせ 2.0％以内で利子補助・保証料含む）の利子補助を借受者に行います。

⑤返済は（在学中最大４年間の返済猶予期間がある）最大 16 年以内とします。 

 相談は子ども課総務学校教育係及び諏訪信用金庫富士見東支店まで。 

 

 

富士見中学校 冬休み講座 

 

 １月４日から６日の３日間、冬休み講座がありました。 

 ボランティアさんが見守る中、生徒はそれぞれの課題等に取り組みました。 

３年生は受験をひかえ、熱心かつ集中して自分の苦手な科目の基礎や復習に、１・２年生

は３年生の勉強への姿勢を見習い、冬休みの課題等を勉強していました。わからない所は



積極的に質問してボランティアさんが丁寧に説明すると、生徒たちは真剣に話を聞き、力

を伸ばそうとしている様子が伺えました。生徒一人一人が飛躍の１年へ一歩を踏み出そう

と頑張っていました。 

 

地域ぐるみで子育て支援 ほっと！ホット！通信 ＰＡＲＴ9 

 

人とのつながりで「ほっと」する・地域などの熱い「ホット」な想いを大切に 

 

このコーナーでは信州型コミュニティ・スクールの内容をお知らせします。 

 

【保育園や学校の入口にある菊】 

 学校や保育園で企画されたりすることに支援されているボランティアのみなさんがたく

さんおられます。今回はその中の一つ紹介します。 

 町内の保育園・小中学校の玄関には秋に美しい菊が行われました。綺麗に咲いている間

は置いてくださり、時期が来ると引き取りにもきてくださいます。美しい富士見の花でお

客様をお迎えできたり、先生方もその花に迎えられ、１日を過ごす園や学校の入口を通っ

てスタートできることはとてもありがたいことですね。 

 

給食食材放射能測定結果（12月分） 

 

測定日：12 月 8 日 

測定食材数：４ 

測定結果：町基準の 10 ベクレルを超えた食材はありませんでした。 

 

測定日：12 月 21 日 

測定食材数：3 

測定結果：町基準の 10 ベクレルを超えた食材はありませんでした。 

 

 

※保育園、小・中学校で使用を予定する給食食材の放射能が 10 ベクレルを超えた場合は、

給食に使用しません。詳しい測定結果は、町のホームページをご覧ください。 

 

編集後記 

 受験生はいよいよラストスパートです。本番では全力を出し切れるよう、 

体調を整えていきましょう。 （Y） 

 



 

くらしの情報 お知らせ 

 

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金（第十回特別弔慰金）の支給 

 

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、要件に該当する方お一人へ特別弔慰金が支給されます。

申請がお済みでない方はお早目の申請をお願いします。 

 

・特別弔慰金 

 額面 25 万円、５年償還の記名国債 

 

・請求期間 平成 27 年４月１日 〜平成 30 年４月２日 

※請求期間を過ぎると請求することができなくなります。 

 

・請求窓口 

 住民福祉課 社会福祉係 

 

※審査には１年以上時間がかかる場合があります。 

 【お問い合わせ先】住民福祉課 社会福祉係  電話番号：６２‐９１４４ 

 

 

図書館から利用者の皆様へお知らせ 

 

 平成 29 年４月１日から図書館システムが新しくなります。それに伴い、次の項目が期間

中利用できません。利用者の皆様へはご迷惑をおかけ致しますが、ご理解とご協力をよろ

しくお願いします。 

 

【停止項目とその期間】 

・他の図書館への予約 

 ２月１日（水曜日）〜３月 31 日（金曜日） 

・他の図書館本の貸出 

 ３月３日（金曜日）〜３月 31 日（金曜日） 

・インターネットからの予約 

 ２月１日（水曜日）〜３月 31 日（金曜日） 

・インターネットでの検索 

 ３月３日（金曜日）〜３月 31 日（金曜日） 



・貸出・返却・予約・検索など 

 ３月 17 日（金曜日）〜３月 31 日（金曜日） 

※３月 17 日〜25 日まで図書館は開館しますが、閲覧のみの利用になります。 

・システム変更による図書館休館日 

 ３月 23 日（木曜日） ３月 26 日（日曜日）〜３月 31 日（金曜日） 

 【お問い合わせ先】富士見町図書館 電話番号：６２‐７９３０ 

 

 

伐採した木を無料配布します 

 

 国土交通省の砂防事業に伴い伐採した木を無料で配布します。 

・期間 

 ２月 23 日（木曜日）〜28 日（火曜日） 

・場所 

 ①富士見町落合地先（新立場川橋北詰） 

②富士見町落合地先（国土交通省管理のゲート付近） 

※配布場所、受渡し方法、条件等、詳しくは富士川砂防事務所ホームページで確認して下

さい。 

 http://www.ktr.mlit.go.jp/fujikawa/ 

 

【お問い合わせ先】国土交通省富士川砂防事務所  釜無川出張所 電話番号：６２‐２１

１６ 

 

自動車の各種手続を忘れずに行いましょう 

 

 自動車税は毎年４月１日現在、自動車検査証（車検証）に登録されている所有者（また

は使用者）に対して課税される県の税金です。 次のような手続を怠ると、いつまで 

も税金がかかったり、納税通知書が新しい住所に届かなかったりとトラブルが発生する可

能性があります。 

・自動車を売買したときは、必ず名義変更の手続をしましょう 

・車が古くなったりして使わないときは、早めに抹消の手続をしましょう 

・住所が変わったときは、すぐに住所変更の手続をしましょう 

※各種手続については、国土交通省の各運輸支局で行うことができます。右記のような事

例に該当する場合は３月末までに必ず手続をしてください。 

 

【お問い合わせ先】  自動車の各種手続については 長野運輸支局 松本自動車検査 

http://www.ktr.mlit.go.jp/fujikawa/


  登録事務所 電話番号：電話番号：０５０-５５４０-２０４３ 

 

  自動車税に関する照会先は  長野県諏訪地方事務所 税務課 電話番号：５７-２９０５ 

 

 

 

「犬・猫の休日譲渡会」を開催します 

 【お問い合わせ先】 長野県諏訪保健福祉事務所（諏訪保健所） 電話番号：57-2929 

 

 諏訪保健所に保護されている犬・猫の「休日譲渡会」を開催します。収容されている犬

猫をご覧いただき、飼育をご希望の方にお譲りします。 

 １頭でも多くの犬・猫が新しい飼い主さんに巡り会えるよう、皆様のご参加をお願いし

ます。 

 

主催 

 長野県諏訪保健福祉事務所 

開催日時 

 平成 29 年 2 月 12 日（日曜日） 午前 10 時から午前 11 時まで 

開催場所 

 長野県諏訪合同庁舎南側駐車場 犬舎（諏訪市上川 1-1644-10） 

内容 

 保健所に保護されている犬・猫の見学、譲渡 

※犬・猫の持ち込みはできません。保健所に保護されている犬・猫のみの譲渡会となりま

す。 

持ち物 

⑴犬・猫を持ち帰る場合、運転免許証等の身分証明書、キャリーケースなどをお持ちくだ

さい。犬の場合は、首輪、リードをお持ちください。 

⑵譲り受ける場合は、申込書等 2 枚の書類を記載していただきます。 

 

相談 

 

司法書士による無料相談「相続登記はお済みですか月間」 

 長野県司法書士会では２月の１か月間、県内の各司法書士事務所において相続登記の無

料相談を受け付けます。また、相続登記の手続きだけでなく、相続に関連する遺言、遺産

分割協議や生前贈与などについても相談やアドバイスを受けることができま 

す。 



・期間 

 ２月１日（水曜日）〜２月 28 日（火曜日） 

 午前９時〜午後４時 

 ※土曜・日曜・祝日を除く 

 

・場所 

 長野県内の各司法書士事務所 

 

・予約 

 相談する司法書士事務所にお問い合わせください 

 

・相談例  

・登記名義人が先々代のままとなっている 

・実家が相続登記をせずに空き家となっている 

・妻（夫）に全財産を相続させたいが、どうすれば… 

・相続人の中に行方不明の人がいて、遺産分割協議ができない 

・遺言について教えてほしい 等々 

【お問い合わせ先】  長野県司法書士会 電話番号：０２６‐２３２‐７４９２ 

 

長野県性暴力被害者支援センター 「りんどうハートながの」開設 

 長野県では性暴力被害に遭った方を支援する性暴力被害者支援センター「りんどうハー

トながの」を設置しています。専門の研修を受けた支援員が、医療機関、弁護士、カウン

セラーなどの関係機関と協力し、ワンストップで支援を行います。 

・相談専用電話（24時間３６５日） 

 電話番号：０２６-２３５-７１２３ 

・相談メールアドレス 

  rindou-heart@pref.nagano.lg.jp 

  長野県県民文化部 

  【お問い合わせ先】人権 ・ 男女共同参画課 電話番号：０２６‐２３５‐７１０６ 

 

イベント・教室 

 

富士見町高原のミュージアム企画展「卓道・英岱 書展」 富士見町出身、在住の書家の親

子書展を開催中です。 

 

・開催期間 



 ３月 20 日（月・祝）まで 

 

【イベント 墨で遊ぼう！書道パフォーマンス】 

 一枚の大きな紙に、みんなで思い思いの文字や言葉を書きましょう。 

 

・日時 

 ２月 19 日（日曜日） 午前 10 時〜 

 

・場所 

 コミュニティ・プラザ２階 大会議室 

 

・対象 園児〜 

 

・定員 

20 名 

 

・持ち物 

 書道道具、汚れてもよい服装 

 

・申し込みが必要です。図書館まで 

 お申し込みください。 

 

【お問い合わせ先】富士見町図書館  電話番号：６２‐７９３０ 

 

 

長野県 ・ 働き方改革シンポジウム 

 長時間労働の抑制や休暇取得の促進、多様な勤務制度の導入等の「働き方改革」が、企

と従業員双方にとってどのような目的や効果があるのかを学ぶシンポジウムを開催します。 

 

・日時 ２月 17 日（金曜日） 午後２時〜午後４時 30 分 

 

・会場 勤労者女性会館しなのき 

 （長野市西鶴賀町１４８１-１） 

 

・参加費 無料 

 



・申込方法 

 電話またはＦＡＸで申し込み 

 

・申込期限 ２月 13 日（月曜日） 

 

・その他 無料託児（要予約）、手話 

 通訳・要約筆記あります 

【申込】【お問い合わせ先】受託事業者 

 株式会社アドソニック 

 電話番号：０２６‐２６３‐１７０７ 

 ０２６‐２６３‐１７０８ 

 

2月の納税等 

固定資産税 

国民健康保険料 

後期高齢者医療保険料 

保育料 

住宅使用料 

有線放送使用料 

 

納期限・振替日は 2 月 28 日（火曜日）です 

 

※毎週火曜日は午後 7 時まで夜間納税窓口を開設しています。ご利用ください。 

【お問い合わせ先】 財務課 収納係 電話番号：62-9123 

 

 

「ふじみ森学校」の開催 

 【お問い合わせ先】 産業課 商工観光係 電話番号：62-9342 

 

日時： 

2 月 16 日（木曜日） 14:40 から 17:00（予定） 

 

会場： 

富士見町商工会館２Ｆ 

 



開講式： 

14:40 

 

１限目： 

14:45 から 15:20 講演 「富士見町の未来づくりに向けて（仮）」 

講師 島根県中山間地域研究センター 藤山浩研究総括監 

内容 富士見町の人口シミュレーション、地域内経済循環調査結果に基づき、経済流出の

取り戻し方や小さな拠点の方向性について提案します。 

 

休憩： 

15:20 から 15:30 

 

２限目： 

15:30 から 17:00 未来づくりワークショップ「富士見町の小さなモノ・コト・シゴトづく

り」 

内容 富士見町のより良い未来に向けた「小さな取り組み」を具体的に提案し、これから

の町づくりについて考えましょう。 

主催： 

ふじみの森実行委員会 

 

 

 

「食育推進チーム」だより 

富士見地域包括支援センター 

 

みんなで食べよう朝ごはん！朝ごはんからはじめる健康づくり 

「健口クラブ」を開催しました！ いくつになっても健康な歯でたべよう 

 

 65 歳以上の方の介護予防事業として「半年前に比べて固い物が食べにくくなった」「お茶

や汁物でむせる」「口の渇きが気になる」など症状がある方を対象に、口腔機能向上を目指

した『健口クラブ』を開催しました。全５回のシリーズで歯科医師、歯科衛生士、 

管理栄養士、言語療法士がお口の健康を保つ指導をしました。 

 「おいしく食べよう、かむことの多い食品」をテーマにした講座では、口腔体操や肉や

野菜を食べやすくした献立を学びました。 

 加齢により口腔内の変化がみられるようになっても、調理の工夫で食べやすくなります。

いくつになっても多くの食品をおいしく食べ続けるためには、定期的な歯科健診や口腔ケ 



アをするなどお口の健康を保つことと口腔状態に合わせた調理の工夫が大切です。 

 

【献 立】 

・豚肉のミルフィーユカツ 

・かぶのナムル風サラダ 

・ごはん ・生姜みそ汁 

 

 

 

消費者見守り情報 No.72 

 

特殊詐欺、より一層の警戒を! 

 

【お問い合わせ先】住民福祉課 住民係 電話番号：62-9112 または 茅野市消費生活センタ

ー 電話番号：72-2101（内線 256） 

 

長野県警察本部発表の平成 28年 11月末までの特殊詐欺発生状況より 

 

発生状況 

・認知（警察が把握した被害）件数 206 件（前年同期比 49 件減） 

・被害額 約４億 7603 万円（前年同期比 約２億 3926 万円減） 

・オレオレ詐欺認知件数 81 件（前年同期比 34 件減） 

・架空請求詐欺認知件数 63 件（前年同期比 12 件減） 

・還付金等詐欺認知件数 44 件（前年同期比 5 件増） 

 

 

11 月までの認知件数は前年より減少していますが、一昨年よりは増加しており、依然とし

て多発傾向にあります。 

 

11月の被害件数のうち半数は架空請求詐欺となっています。 

 

架空請求詐欺においては、電子マネーやコンビニの決済代行システムを利用して送金させ

ることが多くなっています。 

 

特殊詐欺の電話は毎日のように県内にかかってきています。十分警戒してください。 

 



 詐欺被害者の９割が「特殊詐欺を知っていた」、８割が「自分は大丈夫と思っていた」に

もかかわらず、特殊詐欺の被害にあっています。特殊詐欺被害はいつあなたの身の回りで

起きるかわかりません！ 

 昨年 10月から茅野市消費生活センターにおいて富士見町民の相談も可能となっています。

お気軽に相談をしてください。 

 また、町では特殊詐欺被害防止機器（自動通話録音装置）の設置経費に対する補助事業

を行っています。わずかな自己負担で大きな効果が期待できます。ぜひ設置のご検討をお

願いします。 

 

 

こんにちは地域包括支援センターです 

【お問い合わせ先】地域包括支援センター 電話番号：62-8200 

 

おしゃべりで認知症予防 

 

冬になると外へ出ることが減って近所や友達と会う機会も少なくなり、人と話すことが減

ったと感じる方も多いのではないでしょうか？ 

 認知症予防の１つとして「人と話をする」ことが効果的だといわれています。誰かと話

をする時私たちは言葉を考えて声を出し、相手の表情や話を聞いて返事をしています。当

たり前のように思われがちですが、このとき脳は複雑に働き、良い緊張感を感じて脳が活

発に働きます。もし１日中誰とも話をしなかったら…。 

 まずは友人や家族など身近な人と話をしてみませんか。特に友人と話をすると昔話に花

が咲き「あの頃はこんなことがあったなあ」と昔の記憶をよみがえらせてくれます。 

 しかしなかには人と話すのは苦手という方もいるかと思います。話の話題は難しく考え

ず季節やニュースなど、身近なことを話してみると案外話が弾んで楽しいと感じられます

ね。 

 また話をすることが好きな方は、地区のサロンへ出かけて色々な人と話をすることもお

すすめです。 

 誰かと話すことで自然と笑顔になり、楽しい時間を過ごせると認知症予防につながりま

す。 

 今日から人とおしゃべりすることを意識してみましょう。 

 

諏訪地区小児夜間急病センター 〈年中無休〉 

診療時間：午後7時から午後9時 

診療科目：小児科 15歳以下 

諏訪市四賀 2299-1（平安堂諏訪店駐車場・かっぱ寿司の奥）  



電話番号：54-4699 

 

 

住民だより 1月 

12 月 15 日から 1 月 14 日の届出(敬称略) 

 

出生・転入・転居は 14 日以内に死亡は 7 日以内に届出を 

 

結婚おめでとう 

氏名：窪田 和真 区名または出身地：上蔦木 

氏名：平出 知子 区名または出身地：田端 

氏名：小池 大喜 区名または出身地：立沢 

氏名：遠藤 芽依 区名または出身地：下諏訪町 

氏名：初村 俊樹 区名または出身地：立沢 

氏名：五味 亜由美 区名または出身地：立沢 

氏名：藤原 一世 区名または出身地：高森 

氏名：渡辺  葉 区名または出身地：高森 

 

出生おめでとう 

氏名：名取 柚月（なとりゆづき） 父の名：顕一 母名：あいさ 区名：富士見 

氏名：外山 絆樹（とやまゆいじゅ） 父の名：祐樹 母名：百合 区名：瀬沢新田 

氏名：鷹野  希（たかのはるき） 父の名：駿 母名：優梨奈 区名：富里 

氏名：渡邉 大能（わたなべちから） 父の名：勇樹 母名：史恩 区名：南原山 

氏名：バナード龍之介（りゅうのすけ） 父の名：バナード、ピータージョンジュニアー 母名：蘭

子 区名：原の茶屋 

氏名：五味  睦（ごみとき） 父の名：和道 母名：友梨奈 区名：乙事 

氏名：遠   竜人（えんどうりゅうじん） 父の名：正宏 母名：愛 区名：富士見台 

氏名：窪田 杏菜（くぼたあんな） 父の名：稔 母名：あやか 区名：上蔦木 

氏名：牛山 杏珠（うしやまあんじゅ） 父の名：輝成 母名：あずさ 区名： 富原 

 

おくやみ 

氏名：武藤 寛雄 年齢：83歳 世帯主：寛雄 区名：富士見台 

氏名：加々見 一郎 年齢：95歳 世帯主：一郎 区名：葛窪 

氏名：五味 庸夫 年齢：96歳 世帯主：庸夫 区名：乙事 

氏名：今井 平八 年齢：92歳 世帯主：良和 区名：上蔦木 

氏名：樋口 あき 年齢：93歳 世帯主：敏広 区名：木之間 



氏名：小池 康夫 年齢：86歳 世帯主：康夫 区名：立沢 

氏名：名取 正幸 年齢：92歳 世帯主：正幸 区名：原の茶屋 

氏名：五味 正弘 年齢：83歳 世帯主：正弘 区名：乙事 

氏名：山田 八重子 年齢：87歳 世帯主：八重子 区名：信濃境 

氏名：小池 アヤノ 年齢：98歳 世帯主：アヤノ 区名：乙事 

氏名：平出 美保一 年齢：91歳 世帯主：美保一 区名：信濃境 

氏名：名取 志げ子 年齢：88歳 世帯主：光男 区名：平岡 

氏名：有賀 千秋 年齢：81 歳 世帯主：千秋 区名：富士見 

 

※住民だよりは届出者の希望により掲載させていただきます。 

 

 

親と子の健康ガイド 

2 月（2 月 11 日から 3 月 10 日） 

【お問い合わせ先】住民福祉課 保健予防係 ☎62-9134 

 

健康診査・予防接種 

会場は「保健センター」です。 

 

【事業名】4 ヵ月児健診 

【対象児】平成 28 年 10 月生まれ 

【期日】2 月 16 日（木曜日） 

【開始時間】午後 1:00 

 

【事業名】7 ヵ月児健診 

【対象児】平成 28 年 6 月生まれ 

【期日】2 月 14 日（火曜日） 

【開始時間】午後 1:00 

 

【事業名】7 ヵ月児健診 

【対象児】平成 28 年 7 月生まれ 

【期日】3 月 7 日（火曜日） 

【開始時間】午後 1:00 

 

【事業名】1 0 ヵ月児健診 

【対象児】平成 28 年 3 月生まれ 



【期日】2 月 14 日（火曜日） 

【開始時間】午後 1:20 

 

【事業名】1 0 ヵ月児健診 

【対象児】平成 28 年 4 月生まれ 

【期日】3 月 7 日（火曜日） 

【開始時間】午後 1:20 

 

【事業名】2 歳児歯科健診 

【対象児】平成 27 年 1 月から 2 月生まれ 

【期日】3 月 8 日（水曜日） 

【開始時間】午後 1:00 

 

【事業名】3 歳児健診 

【対象児】平成 26 年 1 月から 2 月生まれ 

【期日】2 月 23 日（木曜日） 

【開始時間】午後 1:00 

 

【事業名】BCG 

【対象児】生後 5 ヵ月から 1 歳未満のお子さん 

【期日】3 月 2 日（木曜日） 

【開始時間】午後 1:20（集合） 

 

【事業名】四種混合 

【対象児】生後 3 ヵ月から 7 歳 6 ヵ月未満のお子さん 

【期日】3 月 9 日（木曜日） 

【開始時間】午後 1:15 から 1:50（受付） 

 

相談・教室 

 

【事業名】乳幼児相談 

【期日】2 月 17 日（金曜日） 

【受付時間】午前 9:30 から 10:30 

【会場】保健センター 

 

【事業名】乳幼児相談 



【期日】2 月 17 日（金曜日） 

【受付時間】午前 9:30 から 10:30 

【会場】保健センター 

 

 

 

Stay Smile ステイ・スマイル 

町内にはさまざまなコミュニティがあり、独自の活動をしています。 

そんな皆さんの活動やイベントをご紹介するコーナーがステイ・スマイル（笑顔のままで）

です。 

 

農業の未来へ向かって から新たな力から 町新規就農支援事業(Stay Smile) 

小林 実さん（松目） 

 はじめまして。平成 28 年 4 月に東京から富士見町に家族 5 人で引っ越してきました。現

在、㈱あぐりクリエイト信州諏訪で 2 年後の独立就農を目指して研修中です。 

 富士見町に来るまでは、数年おきに各地を転々とするサラリーマン生活を送ってきまし

たが、いつか家族で自然豊かなところに住んで高原野菜を作りたい、という思いを抱いて

いました。そのような中、東京で開催された就農フェアで富士見町の話を聞く機会があり、

ここなら自分のやってみたい農業が出来るのではないかと感じました。家族もその素晴ら

しい自然環境を気に入り理解してくれたので、思い切って移住を決断しました。ただ、当

初は全くの農業ど素人の自分が本当にやっていけるのか相当不安がありましたが、研修先

の方々から農業の基礎を一から丁寧に教えて頂き、また、先輩農家の方からも助言を頂く

うちに、少しずつ自分の進むべき方向性も見えてきて、今では楽しく充実した研修の日々

を過ごしています。 新生活に馴染めるかちょっぴり不安だった子供達も近所の皆様や小

学校の先生、友達に温かく迎え入れて頂き、毎日元気に遊んでいます。 

 まだまだ独立するまでには学ぶことばかりですが、将来、1 人前のキャベツ農家としてお

世話になった方々に少しでも恩返しをし、富士見町を盛り上げていけるよう頑張って 

いきたいと思います。皆様、これからも家族ともどもどうぞ宜しくお願い致します。 

 

本と遊び、本に学ぶ(Stay Smile). 

富士見町子ども読書活動推進委員会 事務局 電話番号：62-793 

 

富士見町子ども読書活動推進計画（第 2 次） 

富士見高校 読書活動紹介 

 

 富士見高校図書館です。 



 クリスマス読書週間の企画として、映画やアニメになった本を図書委員が書いた POP を

添えて展示しました。 

 9 月に築 51 年の図書館を生徒父兄職員で大掃除しました。2017 年度は諏訪地区県立 9

高校の図書委員連絡会を富士見で開催します。せっかく諏訪中から集まってもらうので、

日本一の富士見町立図書館を紹介したいですね。 

 

こんにちは。『地域おこし協力隊』です！(Stay Smile) 

「富士見 森のオフィス」で地域おこし協力隊として働いている渡辺葉です。今月は森のオ

フィスからのお知らせをお届けします。 

 

【空き家募集中】 

 森のオフィスを利用する方の中には、富士見町に新しく移住してきたばかりの方も大勢 

いらっしゃいます。みなさんが口を揃えておっしゃるのは「富士見はとても良いところだ 

けど賃貸の一軒家が見つからない」ということです。空き家は沢山あるはずなのに、業者 

からは借りられないことが多いようです。もし貸してもいい空き家をご存知でしたら、ぜ 

ひ森のオフィスまでご連絡ください。まだ物が沢山置いてあるから貸せない、という場合 

も、片付けからご協力できる方もおりますのでご相談下さい。 

 

【お仕事無料相談受付中！】 

 平成 28 年 12 月からスタートしたお仕事無料相談受付は、毎週火・木・土曜日の 13 時か

ら 15 時の間、森のオフィスにて引き続き実施しております。町民の方からこれまでにこん

なご相談を頂きました。 

 

・HP のリニューアルと菓子商品のパッケージのデザインをお願いしたい（農家さんから） 

 

 森のオフィスを利用しているデザイナーさん 2 名をご紹介しました。 

 

・SNS での告知方法を教えて欲しい（英語塾講師の方から） 

 

 Facebook とブログの活用方法を簡単に指導させて頂きました。 

 

・エステの仕事を再開したく、この辺りでマッサージ・ヨガ・アロマなど、癒やしに関わ

る仕事をしている人たちと 繋がりたい（主婦の方から） 

 

森のオフィスで２月に合同イベントを開催予定です。 

 



・年賀状作成ソフトがフリーズしてしまったが、サポートセンターに繋がらないので助け

て欲しい（町民の方から） 

森のオフィスにパソコンを持参頂き解決しました。 

 

今後も皆さまからのご相談をお待ちしておりますので、ぜひお気軽にご連絡下さい。 

富士見町富士見 3785-3（塚平） 電話番号：78-8009 

運営スタッフ：津田、松井、渡辺、松田 

 

 

子育てはたくさんの笑顔とたくさんの手で 子どもの場所から(Stay Smile) 

NPO 法人ふじみ子育てネットワーク 電話番号：62-5505 

 

子どもの体や心の準備を待つ 

 

 「啐啄同時」という言葉があります。「そったくどうじ」と読むそうで、「啐」は鶏の雛

が卵から産まれ出ようとするとき、殻の中から卵の殻をつついて音をたてることを意味し、

「啄」は、そのとき、すかさず親鳥が外から殻をついばんで破ることを言うそうです。こ

の「啐」と「啄」が同時であってはじめて、殻が破れて雛が産まれるということです。人

間も出産の時、赤ん坊が産道におりてきてお腹の外に出ようとするタイミングで母親がい

きみます。まさに啐啄同時です。では子育てに当てはめて考えてみるとどうでしょう。親

は子どもの成長を期待するあまり、我が子のペースを見失いがちです。ほかの子と比べて

焦り、我が子の体や心の成長を見るより先に悩みを大きくしてしまうこともあります。 

そんな時にこの「啐啄同時」を心において子どもを見たいと思います。子どもは自ら育つ

力を持っていて、いろいろなことを習得するタイミングはそれぞれ違います。その子自身

の体や心がふさわしい状態になっていないのに、親が習得させようと焦ってもなかなかう

まくいきません。例え習得したとしても、子ども自身の達成感や子どもの内面の成長は、

自分でタイミングを選んだ場合に比べて低いと思います。 

 まずは、子どものことをよく見、子どもが発する「今だ」というタイミングを逃さず相

応しい協力態勢をとる、そんな風に子育てをすると、日々の悩みも軽くなるでしょう 

 

くらしのガイド 2月（2月 1日から 3月 10日） 

※3 月の内容は次号と重複する場合があります 

 

休日当番医・薬局【2月分】 

 

2 月 5 日（日） 



【当番医】 

高原病院 電話番号：62-3030 

 

【当番薬局】 

オギノ SC フジモリ薬局 電話番号：71-2578 

 

11 日（土・祝） 

【当番医】 

高原病院 電話番号：62-3030 

 

【当番薬局】 

フジモリ薬局はら店 電話番号：79-5751 

 

【当番薬局】 

薬局マツモトキヨシ上原店 電話番号：73-7263 

 

12 日（日） 

【当番医】 

高原病院 電話番号：62-3030 

 

【当番薬局】 

けやき薬局 電話番号：82-2864 

 

19 日（日） 

【当番医】 

高原病院 電話番号：62-3030 

 

【当番薬局】 

てらさわ薬局 電話番号：78-7851 

 

26 日（日） 

【当番医】 

高原病院 電話番号：62-3030 

 

【当番薬局】 

リジョイス茅野薬局 電話番号：82-1991 



 

全町対象／燃えるごみの収集 

【収集日時】 

毎週月曜日 午前 9 時から午前 11 時（祝日も実施） 

 

【場所】 

役場裏駐車場（第 2 体育館駐車場） 

 

粗大ごみの収集 

【収集日時】 

2 月 6 日（月曜日） 

 

【場所】 

御射山神戸・栗生・大平・松目 

原の茶屋・花場・休戸 

 

【収集日時】 

2 月 13 日（月曜日） 

 

【場所】 

若宮・木之間・横吹・とちの木 

南原山・富原・富士見ヶ丘・塚平 

富ヶ丘・栂沢・希望ヶ丘 

 

資源物の収集 

【全品目の収集日時】 

2 月 2 日（木曜日）・3 月 2 日（木曜日） 

本郷・落合・境地区 

 

2 月 16 日（木曜日） 

富士見地区 

 

【容器包装・その他プラのみの収集日時】 

2 月 2 日（木曜日）・3 月 2 日（木曜日） 

富士見地区 

 



2 月 16 日（木曜日） 

本郷・落合・境地区 

 

水道指定給水装置工事事業者 土・日・祝日当番店 

【月日】2 月 4 日（土曜日） 

【当番店】戸井口建設 

【電話番号】65-3213 

 

【月日】2 月 5 日（日） 

【当番店】三善工業 

【電話番号】66-2078 

 

【月日】2 月 11 日（土・祝） 

【当番店】窪田設備 

【電話番号】62-7004 

 

【月日】2 月 12 日（日） 

【当番店】窪田鉄工設備 

【電話番号】62-3253 

 

【月日】2 月 18 日（土曜日） 

【当番店】エンドウ 

【電話番号】62-5656 

 

【月日】2 月 19 日（日） 

【当番店】リビングクボタ 

【電話番号】62-5391 

 

【月日】2 月 25 日（土曜日） 

【当番店】富士見設備 

【電話番号】62-2421 

 

 

【月日】2 月 26 日（日） 

【当番店】太陽住設 

【電話番号】62-2093 



 

 

役場窓口業務 延長日 

2 月 7 日（火曜日）・14 日（火曜日）・21 日（火曜日）・28 日（火曜日）3 月 7 日（火曜日） 

午後 5 時 15 分から午後 7 時 

 

 

相談・説明会 

【相談・説明会名】結婚相談 

【日時】2 月 14・28 日（火曜日）午後 1 時から午後 5 時 15 分 

【会場】結婚相談所（役場 4 階） 

【お問い合わせ先】電話番号：62-7853 

 

【相談・説明会名】法律相談 

【日時】2 月 10 日（金曜日）午後 1 時から午後 5 時 

【会場】コミュニティ・プラザ 2 階 

【お問い合わせ先】【要予約】 住民福祉課 住民係 電話番号：62-9112 担当弁護士：五

味弘行 

※法律相談で相談者が利害相反となる場合は、受付することができません。（弁護士法第 25

条） 

 

【相談・説明会名】心配ごと相談 

【日時】2 月 17 日（金曜日）午前 10 時から午後 3 時 

【会場】町民センター 2 階 

【お問い合わせ先】社会福祉協議会 電話番号：78-8988 

 

【相談・説明会名】子育て相談 

【日時】2 月 17 日（金曜日）午前 9 時から午前 11 時 30 分 

【会場】保健センター 

【お問い合わせ先】子ども課 子ども支援係 電話番号：62-9233 

 

【相談・説明会名】出張年金相談 

【日時】2 月 1 日（水曜日）3 月 1 日（水曜日）午前 10 時から午後 3 時 

【会場】役場 3 階 会議室 

【お問い合わせ先】岡谷年金事務所 電話番号：23-3661 

 



【相談・説明会名】シルバー人材センター入会説明会 

【日時】2 月 8 日（水曜日）3 月 8 日（水曜日）午後 2 時から 

【会場】茅野広域シルバー人材センター 

【お問い合わせ先】電話番号：73-0224 

 

【相談・説明会名】税務無料相談 

【日時】2 月 8 日（水曜日）午前 10 時から正午 

【会場】下諏訪商工会議所会館 2 階 

【お問い合わせ先】【要予約】 税理士会事務局 電話番号：28-6666 

 

【相談・説明会名】女性のための悩み相談 

【日時】一般相談電話受付 （毎週火曜日から土曜日）午前 8 時 30 分から午後 5 時 

【会場】県男女共同参画センター（岡谷市） 

【お問い合わせ先】電話番号：22-8822  

 

 

スポーツスケジュール 

【お問い合わせ先】生涯学習課 社会体育係 電話番号：62-2400 FAX 番号：62-6483 

 

【日時】2 月 7・21・28 日（火曜日）3 月 7 日（火曜日）午前 10 時から 

【事業名】地域スポーツクラブ事業 「清泉荘」ストレッチ教室 

【会場】清泉荘 

 

【日時】2 月 2・9・16・23 日（木曜日）午後 7 時から 

【事業名】硬式テニス教室 

【会場】④⑤⑥⑦町民センター 

 

【日時】2 月 2・9・16・23 日（木曜日）3 月 2 日（木曜日）午前 10 時から 

【事業名】地域スポーツクラブ事業 「町民センター」 ストレッチ教室 

【会場】町民センター 

 

【日時】2 月 3・10・17 日（金曜日）午後 6 時 30 分から 

【事業名】スキー教室②③④ 

【会場】富士見高原スキー場 

 

【日時】2 月 10 日（金曜日）午後 7 時から 



【事業名】体育施設利用者会議 

【会場】茅野市運動公園 国際スケートセンター 

 

【日時】2 月 7 日（火曜日） 町民センター 午後 7 時から 

【事業名】地域スポーツクラブ事業 「すくすくスポーツデー」 

【会場】町民センター 

 

【日時】2 月 26 日（日） 町民センター 午前 9 時から 

【事業名】富士見の日 地域スポーツクラブ事業 「第 11 回 キッズスポーツ祭」 

【会場】町民センター 

 

【日時】2 月 24 日（金曜日）午後 7 時 30 分から 

【事業名】フリースポーツデー 

【会場】町民センター 

 

【日時】3 月 5 日（日）午前 8 時から 

【事業名】公民館インディアカ大会 

【会場】町民センター・第 2 体育館 富士見中学校 

 

【日時】3 月 10 日（金曜日）午後 7 時から 

【事業名】体育施設利用者会議 

【会場】町民センター 

 

 

主な行事 

【日時】2 月 26 日（日） 

【行事名】「富士見の日」イベント 

【会場】町民センター 他 

 

 

NewsFujimi まちの「話題」や「イベント」をご紹介します 

 

成 人 式 1月 8日（日曜日） 

 コミュニティ・プラザにおいて成人式が行われ、新成人 133 名が出席し晴れの門出を祝

いました。新成人を代表し、近藤洋平さん（瀬沢新田）、名取 葵さん（白州町）が、これ

までお世話になった先生や地域の方々、大切に育ててくれた家族へ感謝の言葉と、成人と



しての決意を述べました。 

 

姉妹町 西伊豆だより 黄金崎クリスタルパーク ひと足早い春の訪れ 

 

 ２月とは言え、まだ西風が吹き、寒い日が続く西伊豆町ですが、町内では早咲きの桜が

ちらほらと咲き、春の息吹を少しずつ感じることができます。 

 「土肥桜（といざくら）」は、早咲きで有名な「河津桜」より一足早く咲き始めます。隣

町の伊豆市（旧土肥町）より苗を譲り受け、町の有志が十年以上前に植栽したもので、西

伊豆町では仁科川沿いや安城公園など数か所に植えられています。早いもので１月初旬、

遅くとも１月下旬には咲き始め、２月中旬くらいまで楽しむことができます。 

 また、この他にカンヒザクラとシナミザクラの交配種とされる椿寒桜が１月下旬に開花

し２月の上旬に見ごろを迎えます。椿寒桜は宇久須神社の境内にあり、夜になるとライト

アップされるため多くの人が訪れます。富士見町の皆さん、早春の西伊豆へお越しくださ

い。 

 

富士見町民憲章 

わたくしたちは、秀麗富士を望み、雄大な八ヶ岳と眺望豊かな入笠山にいだかれた高原の

町、富士見町民です。この限りなく美しく、厳しい自然の中に住むわたくしたちは先人の

心を受けつぎ、自然を愛し、豊かな調和のとれた田園の町の発展をめざして、この町民憲

章をかかげます。 

 

一かけがえのない自然を守り、育てていく町民となろう。 

一心身を鍛え、明るく健康な町民となろう。 

一教養を高め、香り高い文化を創造する町民となろう。 

一仕事に誇りを持ち、産業の発展につくす町民となろう。 

一思いやりの輪をひろげ、住みよい郷土をつくる町民となろう。 

 

第 12回「富士見の日」開催日 2月 26日（日曜日） 

※詳細については、後日発行の富士見の日チラシ、または町ホームページをご覧ください。 

 

後世につなげる富士見の日 

 

《富士見の日》富士山を望めることから名付けられた富士見町が、より地域に愛される町

となるように「フジミ」と読む語呂合わせから 2 月 23 日を「富士見の日」と設定しました。 

 今年は、2 月 26 日（日曜日）に「富士見の日」イベントを開催します！お誘い合わせて

ご参加ください。 



 

【お問い合わせ先】 富士見町観光協会 電話番号：62-5757 または 

 産業課 商工観光係 電話番号：62-9342 

 

町民センター会場 2月 26日（日曜日）9時 45分から 13時 

 

富士見中学吹奏楽演奏 9：45 から 

《開会式》 10：00 から 

・富士見の日「第 4 回フォトコンテスト」表彰式 

《イベント内容》 

・ルバンビーダンス（ 富士見高校生） 

・親子でうたあそび「 アンパンマン体操」 など（ 子育て広場 AiAi） 

・町内園児の遊戯（町内保育園）  

・子供ヒップホップダンス（ 富士見 JHC） 

・御柱音頭・そばきり音頭 （乙事リリーズ） 

・くく舞（ 井戸尻考古館と有志） 

《振る舞い・飲食コーナー》 

・豚汁／振る舞い  限定 200 食 11：30 から 

・移動カフェ／赤とんぼ 焼き芋、コーヒー販売 10：00 から 13：00 

・ルバーブ生産組合／ルバーブゼリーの試食など 10：00 から 13：00 

《特産品販売コーナー》 10：00 から 13：00 

 ・富士見町の特産品を販売します。 

  特産品出展者 （道の駅加工グループ、水野農園、マリコ人形、小笠原商店、 

          味の会、ふるさと工房、ひまわりの会、信州富士見チーズ工房、泉屋） 

《体験コーナー》 10：00 から 13：00 

体験コーナーでは、富士見の日限定のクラフト体験ができます。イベントに参加した記念

としていかがですか。 

 

・「天然石ストラップ作り」（ 体験料 原材料費の¥300） 

・「天然石拾い」（ 1 袋 ¥300） 

・「ミツロウ作り」富士見高校養蜂部 （材料費の￥600） 

・「アルパカストラップ作り」（ 体験料 原材料費の¥300） 

  アルパカの毛を使ったフェルトボールのストラップ作りです。 

・バルーンアート体験／随時、実演をしながら風船をプレゼントします。 

・逆立ち独楽／展示、紹介 

・パネル展示／諏訪養護学校 



《抽選会》 12：00 から 特産品・他 ロビーにて 

 

キッズスポーツ祭 

開催日時：2 月 26 日（日曜日） 受付開始 8：00 から 

【お問い合わせ先】町民センター 電話番号：62-2400 

 

富士見町スポーツ少年団 50周年イベント 

 13：00 から 

【お問い合わせ先】町民センター 電話番号：62-2400 

 

 

富士見駅前商店街 

 

富士見富里商栄会 17 店舗の参加店で 1,000 円以上お買い物、またはお食事をしていただい

たお客様に抽選券を 1 枚プレゼント！ 豪華景品（ディズニーパークペアーチケット他）

が当たる抽選会を開催。ぜひ、お店に足を運んでください。 

【お問い合わせ先】 富士見町商工会 電話番号：62-2373 

 

コミュニティプラザ 

 

2 月 25 日（土曜日） ・ 26 日（日曜日） 

高原のミュージアム入館無料  

古本市 開催 10：00 から 無くなり次第終了 

 

2 月 26 日（日曜日） 子ども上映会 「君に届け」 13：30 から 

【お問い合わせ先】コミュニティ・プラザ 電話番号：62-7930 

 

井戸尻考古館・歴史民俗資料館 

 

2 月 25 日（土曜日）26 日（日曜日） 入館無料！ ハス茶の振る舞いがあります！ 

【お問い合わせ先】 井戸尻考古館 電話番号：64-2044 

 

富士見の日特別企画！おひさんぽ 冬の入笠山ガイドツアー 

 

開催日時：2 月 26 日（日曜日） 9:30 から 15:00  

集合場所：富士見パノラマリゾート 



料 金：6,000 円（ 対象年齢 13 歳以上） 

スノーシューを履いて白銀の世界へ出かけよう！ガイドさんと一緒に、自然散策を 

しながら、絶景ポイントを巡ります。 

 

富士見の日限定！ ルバーブソフト 360 円が 300 円（町民対象） 

 

【お問い合わせ先】 富士見パノラマリゾート 電話番号：62-5666 

申込期限：2 月 24 日（金曜日） 

 

富士見の日特別企画！おひさんぽ 冬の八ヶ岳ガイドツアー 

 

開催日時：2 月 26 日（日曜日） 9：30 から 12：30 

集合場所：富士見高原リゾート 

料 金：大人 3,500 円・子供 2,000 円 （小学 3 年生から中学生以下） 

歩き方講習、アニマルトラッキング（動物の足跡探し）を織り交ぜながら、雪の森を 

スノーシューで歩きます。 

【お問い合わせ先】 富士見町観光協会 電話番号：62-5757 

 申込期限：2 月 24 日（金曜日） 

 

そば処 おっこと亭 

 

2 月 26 日（日曜日） 

・お蕎麦をご注文された方にはかき揚げを 1 枚サービス致します。 

・天ぷら蕎麦をご注文された方は、110 円値引きします。 

【お問い合わせ先】 そば処 おっこと亭 電話番号：62-7188 

 

 

富士見の景観 

すばらしい眺めの田端マレット場 

 

 八ヶ岳の眺めが素晴らしい、田端区のマレットゴルフ場。縦１００ｍ、横 80ｍもあるか

と思われる。素晴らしい眺めにひと汗かいて果樹の下で話し合う。場内にはマツ、サクラ、

イチョウ、ハナミズキ、サクランボも植えられている。田端区の平出昭士さんが家族の健

康のために造られた。地域の人々の交流の場になっている。他にはない、他には見られな

い立派なマレットゴルフ場だ。 

 富士山、鳳凰三山、赤石山脈の、日本の高い山々を眺めながらプレーできる。 



 こんな素晴らしいマレットゴルフ場はどこにもない。 

【選定・評価  加々見一郎氏】 

 

加々見一郎さんご逝去 

 

 「富士見の景観」を平成 21 年から８年間執筆していただいた加々見一郎さんが、昨年 12

月 22 日、95 歳で亡くなられました。 

 加々見さんは「知らなかったことを知ることは楽しい」と、常に好奇心旺盛に取材に出

かけ、同行する職員にも分かりやすく丁寧にその地域のことなどを教えてくださいました。

今月号が加々見さんの最後の原稿になります。 生涯を通じて自然や文化、郷土について

学ばれ、町の発展に寄与されましたことに感謝するとともに、謹んでご冥福をお祈り申し

上げます。 

 

 【お問い合わせ先】 総務課 文書情報係 電話番号：６２‐９３２４ 

 

「広報ふじみ」、町ホームページの「町民のページ」で有料広告を募集していま

す。 

詳しくは、http://www.town.fujimi.lg.jp/index3.html の「新着情報の一覧を見る」をご覧

下さい。 

 

広告媒体：広報ふじみ 

単位等：下 1 段（縦 50 ミリメートル、横 175 ミリメートル） 

広告料：1 回 5,000 円 

広告媒体：町のホームページ（町民のページ） 

単位等：トップページ（縦 60 ピクセル、横 150 ピクセル） 

広告料：月額 5,000 円 

 

町の人口と世帯数： 

平成 29 年 1 月 1 日現在（前月比） 

 

住民基本台帳人口： 

男性／7,331 人（+15） 

女性／7,625 人（-10） 

合計／14,956 人（+5） 

世帯／5,919 世帯（+10） 
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